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傷病⼿当⾦

1⽇当たりの⽀給⾦額

【支給開始日の以前12ヵ月間の
各標準報酬月額を平均した額】÷ 30日 × (２／３)

 病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために
設けられた制度

 病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が
受けられない場合に支給される

 任意継続被保険者の方は、傷支給されない

全国健康保険協会のHP



支給される条件 ①〜④全て満たした場合です

業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

仕事に就くことができないこと

連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

休業した期間について給与の支払いがないこと
全国健康保険協会のHP



傷病⼿当⾦ いつまでもらえる︖

病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き4日目から支給
令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月

全国健康保険協会のHP



傷病手当書類
作成の簡便化

協会けんぽ
PDFﾌｧｲﾙ

エクセル 作業欄

⾃動⼊⼒



エクセルの操作説明動画



改訂 五稜会病院
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$ { 患 者 . ｶ ﾅ 氏 名 }

和暦年 月 日

元号
${患者.初診日(元号)}

患者氏名（半角カタカナ）

${患者.ｶﾅ氏名}

${患者.初診日(和暦)} ${患者.初診日(月)}

令和4年12月25日

発病または負傷年月日

2 05

初診日

令和4年6月1日 令和 2 04

2

06 01

患者氏名（カタカナ）

${患者.カナ氏名}

01 10

元号

年 月

日間

日

日

和暦年 月

令和05年01月10日 から

05 02 05

${患者.初診日(日)}

労務不能期間 元号

令和05年02月05日 まで 027 令和

令和

作業スペースですので、
変更しないで下さい。

協会けんぽ
PDFﾌｧｲﾙ
⇒エクセルで
作成

エクセル
作業欄

Ask関数
半角へ

Jis関数
全角へ
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エクセルの操作説明動画



まとめ

 傷病⼿当⾦は、病気やけがのために会社を休み、事業主から
十分な報酬が受けられない場合に支給される

 1⽇当たりの⽀給⾦額は

支給開始日前12ヵ月1日平均の約２／３

 支給条件は

 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業

 仕事に就くことができないこと

 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

 休業した期間について給与の支払いがないこと

 療養担当者が記⼊する⽀給申請書のエクセルを⽤いた⼯夫

傷病⼿当⾦と療養担当者記⼊書式の⼯夫


